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「
食
改
さ
ん
の
料
理
教
室
」

の
参
加
者
を
募
集

◎�
内
容
＝
毎
月
19
日
の
食
育
の
日
に

行
う
市
食
生
活
改
善
推
進
員
に
よ

る
「
季
節
の
家
庭
料
理
教
室
」

○�

料
理
＝
が
ね
・
大
根
め
し

◎�

日
時
＝
11
月
20
日（
月
）　

10
時
～

13
時

◎
場
所
＝
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー

◎�

定
員
＝
20
人
（
定
員
に
な
り
次
第

締
め
切
り
）

◎
参
加
料
＝
無
料

※ 

別
途
、
材
料
費
５
０
０
円
、
エ
プ

ロ
ン
、
三
角
巾
、
米
１
／
２
カ
ッ

プ
を
各
自
持
参

◎�

応
募
方
法
＝
電
話

◎�

応
募
期
間
＝
11
月
６
日
（
月
）
～

10
日
（
金
）

問
市
保
健
相
談
セ
ン
タ
ー　

　

☎
０
９
９
４ｰ

41ｰ

２
１
１
０

「
地
元
産
の
花
を
使
っ
た 

フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト

講
習
会
」の
受
講
者
を 

募
集

◎�

内
容
＝
若
手
花
き
生
産
者
が
栽
培

し
た
キ
ク
・
バ
ラ
・
ト
ル
コ
ギ

キ
ョ
ウ
・
ス
タ
ー
チ
ス
等
を
使
っ

た
フ
ラ
ワ
ー
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
作

成
、
肝
属
地
区
の
花
き
展
示

◎�

講
師
＝
瀬せ

筒づ
つ 

俊と
し
ひ
こ彦 

氏
（
瀬
筒
生

花
）

◎�

日
時
＝
12
月
６
日（
水
）　

19
時
～

堆
肥
を
散
布
す
る
際
に 

気
を
つ
け
ま
し
ょ
う

　
冬
作
の
作
付
け
時
期
を
迎
え
、
作

物
を
栽
培
す
る
う
え
で
農
地
に
堆
肥

を
散
布
す
る
際
に
は
、
次
の
点
に
留

意
し
て
く
だ
さ
い
。

○�

堆
肥
を
散
布
す
る
際
は
、
周
辺
の

住
環
境
に
十
分
に
配
慮
す
る
こ
と

○�

堆
肥
を
散
布
し
た
後
は
、
速
や
か

に
耕
う
ん
す
る
こ
と

問�

市
畜
産
課
（
２
階
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
１
８

11
月
・
12
月
は「
不
法
投
棄

防
止
強
化
月
間
」で
す

　
不
法
投
棄
は
重
大
な
犯
罪
で
す
。

市
で
は
11
月
・
12
月
を
「
不
法
投
棄

防
止
強
化
月
間
」
と
定
め
、
不
法
投

棄
防
止
の
パ
ト
ロ
ー
ル
等
を
強
化
し

ま
す
。

　

こ
の
機
会
に
「
不
法
投
棄
を
し
な

い
、
さ
せ
な
い
、
見
つ
け
た
ら
す
ぐ

電
話
を
」
と
い
う
意
識
を
持
ち
、
自

分
が
所
有
又
は
管
理
し
て
い
る
土
地

を
管
理
し
、
不
法
投
棄
さ
れ
な
い
環

境
づ
く
り
に
努
め
ま
し
ょ
う
。

問
市
生
活
環
境
課
（
５
階
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
１
５

20
時

◎
場
所
＝
県
大
隅
地
域
振
興
局
別
館

　

２
階
大
会
議
室

◎�

定
員
＝
15
人
（
定
員
に
な
り
次
第

締
め
切
り
）

◎
受
講
料
＝
２
，
０
０
０
円

◎�

応
募
方
法
＝
電
話
又
は
氏
名
・
住

所
・
電
話
番
号
を
記
入
の
う
え
Ｆ

Ａ
Ｘ

◎�

応
募
期
限
＝
11
月
27
日
（
月
）

問
県
大
隅
地
域
振
興
局
農
政
普
及
課

　

☎
０
９
９
４ｰ

52ｰ

２
１
４
６

　

℻
０
９
９
４－

52－

２
１
４
７

11
月
は「
児
童
虐
待
防
止

推
進
月
間
」で
す

　

虐
待
を
受
け
て
い
る
子
ど
も
に
気

付
い
た
時
や
虐
待
が
疑
わ
れ
る
場
合

は
通
告
す
る
こ
と
が
義
務
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。
虐
待
か
ど
う
か
の
判
断

は
児
童
相
談
所
や
市
が
行
い
、
仮
に

虐
待
の
事
実
が
無
く
て
も
連
絡
者
が

責
任
を
問
わ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
秘

密
は
守
ら
れ
ま
す
。
子
ど
も
の
安
全

　認可保育施設は 、保護者の仕事など家庭の事情で就学前の子どもを保育できない場合に、保護者に代わっ
て保育することを目的とした施設です。11 月から、平成 30 年度の認可保育施設の利用申込受付を始めます
ので、利用を希望する保護者は、お申し込みください。問市子育て支援課（１階⑰番窓口）　☎ 0994-31-1134

保育施設名 所在地 電話番号

認
可
保
育
所

白崎保育園 白崎町 ☎ 0994-42-3589
杉の子保育園 打馬 2 丁目 ☎ 0994-43-2475
はらい川保育園 祓川町 ☎ 0994-42-2250
円鏡保育園 西祓川町 ☎ 0994-43-9000
東原保育園 東原町 ☎ 0994-43-5095
ひなぎく保育園 笠之原町 ☎ 0994-42-4077
寿敬心保育園 寿 5 丁目 ☎ 0994-42-2988
こばと第 2 保育園 新川町 ☎ 0994-35-4666
わかば保育園 寿 4 丁目 ☎ 0994-44-5234
エンゼル保育園 札元 2 丁目 ☎ 0994-43-9353
松下保育園 西原 1 丁目 ☎ 0994-42-2769
松下第 2 保育園 西原 1 丁目 ☎ 0994-42-2769
さくら保育園 西原 2 丁目 ☎ 0994-42-4455
敬心保育園 今坂町 ☎ 0994-44-6577
野里保育園 上野町 ☎ 0994-42-3577
こばと保育園 川西町 ☎ 0994-42-4480
平和保育園 田崎町 ☎ 0994-42-4487
西南保育園 飯隈町 ☎ 0994-49-2102
古江保育園 古江町 ☎ 0994-46-2067
高隈保育園 上高隈町 ☎ 0994-45-2039
正覚寺保育園 輝北町市成 ☎ 099-485-1154
洗心保育園 串良町有里 ☎ 0994-63-9192
正徳保育園 串良町岡崎 ☎ 0994-63-2186
ふたば保育園 串良町下小原 ☎ 0994-63-2620
ひばり保育園 串良町細山田 ☎ 0994-62-3377
瑞穂保育園 吾平町麓 ☎ 0994-58-7800

地
域
型
保
育
事
業
所（
３
歳
未
満
）

おひさまランド 下祓川町 ☎ 0994-45-6691
第 1 どんぐり
保育園 寿 5 丁目 ☎ 0994-45-7311

ミルキーランド 寿 8 丁目 ☎ 0994-44-2020
チャイルドハウス花 寿 5 丁目 ☎ 0994-41-7235
第３どんぐり保育園 寿 3 丁目 ☎ 0994-35-1212
ゆうゆう倶楽部
保育園 大浦町 ☎ 0994-45-7788

第２どんぐり
保育園 郷之原町 ☎ 0994-40-2233

第二南ん里保育園 田崎町 ☎ 0994-45-6622

保育施設名 所在地 電話番号

認
定
こ
ど
も
園
（
保
育
所
機
能
部
分
）

鹿屋カトリック幼稚園 古前城町 ☎ 0994-44-4683
アソカ幼保連携型
認定こども園 向江町 ☎ 0994-42-3801

笠之原こども園 笠之原町 ☎ 0994-42-2919
愛育園 新川町 ☎ 0994-41-0820
信愛こどもの園 西原 1 丁目 ☎ 0994-42-4012
二葉保育園 上谷町 ☎ 0994-44-6107
第二高須保育園 大浦町 ☎ 0994-52-1365
高須保育園 高須町 ☎ 0994-47-2029
和光幼保連携型
認定こども園 横山町 ☎ 0994-48-2931

南部幼稚園 下堀町 ☎ 0994-44-6850
光華こども園 花岡町 ☎ 0994-46-3764
大黒保育園 下高隈町 ☎ 0994-45-3078
幼保連携型光明こども園 輝北町上百引 ☎ 099-486-0562
細山田こども園 串良町細山田 ☎ 0994-62-2026
上小原認定こども園 串良町上小原 ☎ 0994-63-4505
いずみ幼稚園 吾平町上名 ☎ 0994-58-6893
あいら認定こども園 吾平町上名 ☎ 0994-58-8220
つるみね保育園 吾平町上名 ☎ 0994-58-6262

※幼稚園機能部分については、11/ 1（水）から各園で受付

◎対象児童＝ 保護者の仕事、出産（出産予定日の２か月前
から産後12か月の間）、病気、障がい、病人の
看護、災害などの事情により児童の保育がで
きない家庭で平成30年４月１日以降に利用を
希望する児童

◎申込書＝ 利用申込書等は市子育て支援課、各総合支所住
民サービス課及び各保育施設で配布（市ホーム
ページにも掲載）

◎申込先＝ 市子育て支援課（１階⑰番窓口）、各総合支所住
民サービス課

※在園児は各保育施設へ提出
◎申込期間
○新規申込＝ 11/ 1（水）～ 12/27（水）
○在 園 児＝ 11/ 1（水）～ 11/30（木）
※申込期間以降の新規申込は先着順
※ 在園児で期間内に申込が無い場合は、新規申込として受付
◎保育料＝ 保護者の市民税課税状況に応じて決定

を
守
る
た
め
勇
気
を
も
っ
て
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

　

市
で
は
期
間
中
、「
子
ど
も
虐
待
の

な
い
社
会
の
実
現
」
を
目
指
す
オ
レ

ン
ジ
リ
ボ
ン
ツ
リ
ー
の
設
置
な
ど
、

啓
発
活
動
を
行
い
ま
す
。

◎�

児
童
虐
待
の
種
類
＝
殴
る
、
蹴
る
、

暴
言
、
性
的
行
為
、
適
切
な
食
事

を
与
え
な
い　

な
ど

◎
連
絡
先

○
大
隅
児
童
相
談
所　

　

☎
０
９
９
４ｰ

43ｰ

７
０
１
１

○
児
童
相
談
所
全
国
共
通
ダ
イ
ヤ
ル

　

☎
１
８
９
（
い
ち
は
や
く
）

問�

市
子
育
て
支
援
課
（
1
階
⑱
番
窓

口
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
３
４

女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な

く
し
ま
し
ょ
う

　
11
月
12
日
（
日
）
か
ら
25
日
（
土
）

ま
で
は
「
女
性
に
対
す
る
暴
力
を
な

く
す
運
動
」
期
間
で
す
。

　

夫
や
パ
ー
ト
ナ
ー
等
か
ら
の
暴
力
、

性
犯
罪
、
セ
ク
シ
ャ
ル
・
ハ
ラ
ス
メ

ン
ト
な
ど
、
女
性
に
対
す
る
暴
力
は
、

女
性
の
人
権
を
著
し
く
侵
害
す
る
行

為
で
す
。

　

市
で
は
期
間
中
、「
女
性
に
対
す

る
暴
力
を
な
く
そ
う
」
と
の
願
い
を

こ
め
た
パ
ー
プ
ル
リ
ボ
ン
ツ
リ
ー
を

設
置
す
る
な
ど
、
女
性
の
人
権
尊
重

の
た
め
の
啓
発
活
動
を
行
い
ま
す
。

問�

市
民
課
男
女
共
同
参
画
推
進
室

（
1
階
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
1
４

特
定（
長
寿
）健
康 

診
査
を
受
診
し
て 

く
だ
さ
い

◎�

内
容
＝
身
体
計
測
、
腹
囲
測
定
、

血
圧
測
定
、
尿
検
査
、
血
液
検
査
、

心
電
図

◎�

日
程
・
場
所

※
指
定
医
療
機
関
に
つ
い
て
は
、
市

　

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載

受診方法 日程 場所

集団健診

      11/  1（水）
 ～ 11/  6（月）

 吾平保健
 センター

      11/17（金）
      11/18（土）
      12/  2（土）
      12/  3（日）
      12/  9（土）
      12/10（日）

 市保健相談
 センター

病院健診  ～ 11/30（木）  指定医療
 機関

お
知
ら
せ

Pick up

◎
対
象
者
＝
40
歳
以
上
の
国
民
健
康

　

保
険
被
保
険
者
及
び
後
期
高
齢
者

　

医
療
被
保
険
者

◎
受
診
料
＝
無
料

◎
持
参
す
る
物
＝
受
診
券
、
保
険
証

問�

市
健
康
保
険
課（
１
階
⑥
番
窓
口
）

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
６
２

市
役
所
本
庁
舎
が
停
電 

し
ま
す

　
電
気
設
備
等
点
検
に
伴
う
停
電
の

た
め
、
市
役
所
本
庁
舎
内
の
自
動
交

付
機
（
住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録

証
明
書
、
税
証
明
の
交
付
）
及
び
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
は
、
次
の
日
時
は
利

用
で
き
ま
せ
ん
。

◎�

利
用
停
止
日
時
＝
11
月
18
日（
土
）　

８
時
30
分
～
17
時

問�

市
総
務
課
（
３
階
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
２
７

市
長
選
挙
の
立
候
補
予
定

者
説
明
会
を
開
催
し
ま
す

　
平
成
30
年
１
月
28
日
執
行
の
鹿
屋

市
長
選
挙
に
関
す
る
立
候
補
予
定
者

説
明
会
を
開
催
し
ま
す
。

◎�

日
時
＝
11
月
17
日（
金
）　

13
時
30

分
～

◎�

場
所
＝
市
役
所
６
階
６
０
１
会
議

室
◎
持
参
す
る
物
＝
認
め
印

問�

市
選
挙
管
理
委
員
会
事
務
局（
５
階
）

　

☎
０
９
９
４ｰ

31ｰ

１
１
４
２

▲ シンボルマーク
「パープルリボン」

▲ シンボルマーク 
「オレンジリボン」

平成30年度認可保育施設利用申込の受付を始めますPick up 平成30年度認可保育施設利用申込の受付を始めます
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